
昨
年
、
電
通
の
若
い
女
性
社
員
が
過
労
自
殺

に
よ
り
労
災
認
定
を
受
け
、
大
き
な
社
会
的
問

題
に
な
り
ま
し
た
。
自
分

の
職
場
で
も
、
い
つ

同
じ
よ
う
な
事
件
が
起
き
て
も
お
か
し
く
な
い

と
感
じ
た
方
は
、
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

企
業
は
、
プ

レ
ミ
ア
ム
フ
ラ
イ
デ
ー

（
月
末

金
曜
日
に
は
夕
方
を
買
い
物
や
旅
行
な
ど
に
充

て
る
こ
と
を
推
奨
す
る
、
個
人
消
費
喚
起
の
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
）
な
ど

の
取
り
組
み
を
行

っ
て
い
ま

す
が
、
現
実
に
は
そ
の
分
を
他

の
日
に
残
業
し

て
挽
回
す
る
な
ど
、
働
き
方

の
改
革
と
は
程
遠

い
も
の
と
な

っ
て
い
ま
す
。

長
時
間
労
働

の
是
正
は
急
務
で
す
。
そ
の
た

め
に
は
、
利
益
追
及
に
主
眼
を
置
く
企
業

の
取

り
組
み
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
法
的
に
規

制
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

長
時
間
労
働
は
特
定

の
個
人
に
集
中
す
る
と

い
う
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
こ
と
に
な

ら
な
い
よ
う
に
職
場
で
の
仕
事

の
配
分
や
調
整

を
行
う
こ
と
が
必
要
で
す
が
、
個
人
的
な
取
り

組
み
で
是
正
さ
せ
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
す
。

職
場
の
労
働
環
境
を
改
善
す
る
た
め
に
は
、

法
律
に
よ
る
規
制
だ
け
で
は
な
く
、
労
働
組
合

の
取
り
組
み
が
非
常
に
重
要
で
す
。
労
働
組
合

は
、
職
場
の
実
態
を
把
握
し
長
時
間
労
働
な
ど

の
問
題
が
あ
れ
ば
是
正
す
る
取
り
組
み
を
行
う

な
ど
、
積
極
的
な
活
動
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

労
働
基
準
法

（
労
基
法
）
36

条
は
、
労
使
間

で
協
定
を
結
べ
ば
、
１
日
８
時
間
、
１
週
間
40

時
間
を
超
え
て
労
働
者
に
労
働
を
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
ま
す
。
こ
の
規
定
が
、

長
時
間
労
働

の
歯
止
め
に
な

っ
て
い
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
す
。

法
的
に
残
業
時
間
の
上
限
を
設
け
る
こ
と
は
、

過
酷
な
長
時
間
労
働

の
是
正
や
過
労
自
殺
を
防

ぐ
上
で
非
常
に
重
要
な
措
置
で
す
。

厚
生
労
働
省
が
昨
年
公
表
し
た
過
労
死
白
書

に
よ
る
と
、
過
労
死
ラ
イ
ン
と
さ
れ
る
月
80

時

間
超

の
残
業
が
あ

っ
た
企
業
は
約
２
割
に
上

っ

て
い
ま
す
。

し
か
し
安
部
首
相
を
議
長
と
す
る

「
働
き
方

改
革
実
現
会
議
」
は
、
残
業

の
上
限
規
制
を
月

１
０
０
時
間
未
満
と
し
て
、
過
労
死
し
て
も
お

か
し
く
な
い
水
準
で
す
。

残
業
時
間
の
上
限
規
制
は
、
月
45

時
間
、

年
３
６
０
時
間

（
厚
労
省

の
大
臣
告
示
）
を

法
定
化
し
、
そ
れ
以
上
の
特
例
を
設
け
る
べ

き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

労
基
法
32
条
は
、
労
働
時
間
と
は
就
業
規

則
に
規
定
さ
れ
て
い
る
拘
束
時
間
か
ら
休
憩

時

間
を

の
ぞ

い
た
実
働

時
間
だ
と
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
実
際

に
労
働

に
従
事
す

る
時

間
だ

け

で
は
な
く
、
着
替

え
な

ど

の
準
備
、
朝
礼
、
清

掃
、
指

示
を
待

っ
て
い

る
待
機
時

間
、
仮

眠
、

参
加
義
務

の
あ

る
研
修

や
学

習

の
時
間
な
ど
も

全

て
労
働
時
間
に
該
当

す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

メ
リ
ハ
リ
あ

る
労
働

で
、
快
適
な
職
場
環
境

を
作

っ
て
い
き
ま

し

ょ

う
。
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働 きが いの あ る人 間ら し い仕 事を

労基法改正で真の「働き方改革」を!!
長
時
間
労
働
の
是
正
は
急
務

企
業
任
せ
で
な
く
法
規
制
を

労
働
組
合
の
取
り
組
み
に

位
置
づ
け
る
こ
と
が
重
要

労
働
基
準
法
の
改
正
で

真
の
働
き
方
改
革
を
！

日立製作所の中部支社で勤務し、ユーザのシステム構

築プロジェクトに参画してサブプロジェクトマネージャ

を勤めていたＯさんは、２０１１年１１月頃より、毎月

８０時間以上、多い月で２００時間を超える残業を繰り

返していました。しかし、会社への申告時間は、上司か

ら「１００時間以上申告してもそんなにつけられない」

と言われ、やむなく実態より少ない申告を続けていまし

た。ユーザへの常駐勤務でクレーム対応や仕様変更対応

で過重な勤務が続き、２０１２年５月に「しゃべりにく

い」「めまい」「頭痛」などの症状が出始め、同年９月

に「うつ病」と診断されました。その後、休職を繰り返

し、現在も休職中のままです。

Ｏさんは、２０１４年７月に名古屋北労働基準監督署

に労災を申請しました。会社側は「本質的にはうつ病と

は言い切れない」「他のＳＥと比較して過重な残業をし

ていない」など実態と異なる主張をしてきました。しか

し、労基署が会社にパソコンの起動－終了のログを会社

から提出させ、実際の残業時間が判明。労基署は、これ

を証拠に長時間残業を認定し、「労働災害」として休業

補償（８０％）の決定を行いました。

現在、Ｏさんは、差額の賃金（２０％）・一時金の支

払いと慰謝料を求め、名古屋地裁で係争中です。長時間

労働で労働災害を生まない職場の実現、復帰に向けた職

場の環境改善、病気の回復を願い、電機・情報ユニオン

と一緒に要求実現と争議解決のため活動することを決意

しました。

日⽴中部支社勤務の情報・通信システムＳＥ労働者
月２００H超えの残業でうつ病・休職、労災認定勝ち取る



日立製作所で、管理職の主任技師(50代、男性）

に対し複数回にわたり退職強要が行われていた

問題で、退職強要が中止され｢仕事外し｣も解消

さました。また、定年に伴う雇用延長で週１日

～２日しか働けないといわれた別の男性も週５

日間の勤務を勝ち取りました。２人とも電機・

情報ユニオンに入り会社と交渉。国会で取り上

げられ、退職強要の中止、安定した雇用延長を

求めてきました。

退職強要中止について
主任技師の男性は、昨年８月から５回も面談

が行われ、「あなたに与える仕事はない」と退

職強要を受けました。退職強要は他の従業員に

対しても行われ、退職に追い込まれる人が出て

いました。

そこで、日本共産党の田村智子議員が１月31

日の参院予算委員会で質問し、安倍晋三首相は

「自由な意思決定が妨げられる状況での退職勧

奨は許されない」と答弁。

また、一方で、団体交渉や、神奈川労働局へ

の要請も行い、最終的に、退職強要をやめさせ

るとともに、新たな業務も進めることになり、

解決することが出来ました。

雇用延長について
定年に伴う雇用延長の問題については、日本

共産党の畑野君枝議員が２月23日の衆院予算委

員会分科会で取り上げ「やめるか１日でも働く

か選択を迫られている」として、「生活が安定

できるよう指導を行うべきだ」と質問。厚労省

は労働者の合意が必要だと明言しました。

また、電機・情報ユニオンや日立リストラか

ながわ対策会議、神奈川労連は、ハローワーク

への要請や日立との団体交渉や事業所門前宣伝

で雇用延長を求めてきました。

雇用延長で週５日の勤務を勝ち取った村田光

裕さん（60）は「貴重で大きな成果です。働く

仲間に知らせ、みんなの処遇も変えさせたい」。

電機・情報ユニオンの米田徳治委員長は「リス

トラを撤回させ、労働者の希望にそった雇用延

長を実現させたことは画期的です。労働者に広

く知らせて、無法なリストラをやめさせたい」

と話しています。

職
場
の
社
員
を
派
遣
社
員
に
置
き
換
え
る
こ

と
が
進
ん
で
い
る
。
無
期
雇
用
転
換
ル
ー
ル
を

免
れ
る
た
め
に
雇
用
主
を
強
引
に
変
え
る
こ
と

は
、
そ
も
そ
も
違
法
で
あ
り
怒
り
を
感
じ
る
。

（
日
立
ジ
ョ
ン
ソ
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
空
調
）

雇
用
の
不
安
定
化
が
現
場
の
技
術
力
を
低
下

さ
せ
、
製
品
不
良
な
ど
が
増
加
し
て
い
る
。
現

場
を
大
切
に
し
て
ほ
し
い
。

（
日
立
関
連
職
場
）

紙
切
れ

一
枚
で
、
期
間
社
員
か
ら
派
遣
社
員

で
す
か
。
人
の
生
活
を
何
だ
と
思
っ
て
い
る
ん

だ
？
。

（
日
立
関
連
職
場
）

人
員
削
減
で
契
約
更
新
し
な

い
と
い
わ
れ
た
。
い
い
の
か
？

生
存
権
を
守

っ
て
い
な
い
。
こ

ん
な
会
社
。

（
日
立
関
連
職
場
）

会
話
が
乱
暴
で
、
部
下
に
仕
事

を
押
し
付
け
て
ば
か
り
の
人
が
い

る
。
部
下
は
、
苦
し
い
。
残
業
ば
か
り
で
。

（
日
立
関
連
職
場
）

職
場
か
ら
仲
間
は
ず
れ
に
し
て
、
退
職
に
追

い
込
む
ケ
ー
ス
を
見
受
け
る
。
被
害
を
受
け
て

い
る
人
が
退
職
に
な
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
根
本

的
に
悪
い
人
が
残
る
の
は
た
ま

っ
た
も
の
で
は

な
い
。

（
日
立
関
連
職
場

・
東
京
地
区
）

長
時
間
残
業
で
体
調
を
崩
し
た
。
そ
う
い
う

こ
と
を
や
め
て
ほ
し
い
。

（
日
立
関
連
職
場
）

職
場
で
は
残
業
を
減
ら
そ
う
と
い
う
取
り
組

み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
2
月
24
日

（
金
）

の
プ
レ
ミ
ア
ム
フ
ラ
イ
デ
ー
の
際
も
残
業
し
て

い
る
人
が
多
く
い
ま
し
た
。

「
残
業
を
無
く
そ

う
」
と
い
う
呼
び
か
け
だ
け
で
は
残
業
が
減
り

ま
せ
ん
。

（
日
立
関
連
職
場

・
茨
城
地
区
）

試
験
設
備
の
都
合
上
、
残
業
時
間
帯
を
待

っ

て
か
ら
で
な
い
と
試
験
が
出
来
な
い
と
い
う
状

況
は
問
題
。
ど
う
に
か
し
て
ほ
し
い
。

（
日
立
関
連
職
場

・
茨
城
地
区
）

昨
年
10
月
に
日
立
本
体
で
設
立
さ
れ
た

「
育

児

・
仕
事
両
立
支
援
金
制
度
」
が
会
社
か
ら
の

申
し
入
れ
で
今
春
か
ら
当
社
で
も
導
入
さ
れ
る

見
通
し
だ
。
対
象
者

（
共
働
き
で
小
学
３
年
生

以
下
の
子
ど
も
を
持
つ
社
員
）
に
は
嬉
し
い
処

遇
改
善
と
な
る
。
た
だ
、
組
合
か
ら
こ
う
し
た

提
案
が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
と
思
う
。

（
日
立
シ
ス
テ
ム
ズ
）

食
堂
の
メ
ニ
ュ
ー
が
変
わ
っ
た
。
日
の
あ
た

ら
な
い
建
屋
の
中
で
、
毎
日
同
じ
仕
事
を
繰
り

返
し
て
い
る
と
、
時
間
の
流
れ
や
、
季
節
の
移

り
変
わ
り
を
見
失
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
食
事
で

さ
え
も

一
日
の
流
れ
の
中
の
、

「作
業
」
で
は

あ
る
が
、
気
力
を
回
復
し
て
午
後
へ
向
か
う
た

め
の
重
要
な
時
間
で
も
あ
る
。
さ
さ
や
か
な
変

更
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
ん
な
繰
り
返
し
の
生

活
の
中
で
、
時
間
の
感
覚
を
取
り

戻
す
の
に

一
役
買
っ
て
く
れ
て
い

る
。（

日
立
関
連
職
場

・
茨
城
地
区
）

不
安
定
雇
用
で
不
安

求
む
労
働
時
間
短
縮

突然かかってくる電話

国内企業もグローバルな対

応が必要とずっと言われてき

ましたが、つい先日、私の職場に外国人から

英語で電話がかかってきました。電話を取り

次ぐだけの簡単なコミュニケーションができ

れば対応できるのですが、突然かかってきた

時、対応者は慌ててしまったようです。その

時、自分が取ったとしても同じく慌てたと思

いますが、普段から対応の復習をしていれば

慌てなくてすみます。簡単に思える対応も出

来てこそ意味があるので、私はうまく出来る

ように備えたいです。

退職強要中止！雇用延長実現！
～団体交渉や国会質問で成果～

食
堂
メ
ニ
ュ
ー

や
め
よ
う
。
パ
ワ
ハ
ラ

育
児
支
援
の
充
実
を

投
稿
歓
迎

日立国際電気

早 期 退 職 募 集
日立国際電気は、希望退職者募集を実施し

ています。希望とは名ばかりで、繰り返し退

職勧奨を受けた管理職は、自分が必要とされ

ていないことへの失望から退職する人、家族

の生活を考えると辞められないと悩んでいる

人からは「断ったことで嫌がらせや追い出し

部屋などの不安がつのる、管理職の人権も守っ

て貰いたい、労働者が安心して働けるようユ

ニオンにも頑張っていただきたい」と言って

います。更に、関連会社で働く非正規労働者

は、突然契約が解除されたことへの不満と、

今回のリストラで日立国際が良くなるとは思

えないと、疑問を投げかけています。


